
裏面あり 

助成金を利用する方へ 

（ 委 任 払 い 制 度 の ご 案 内 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金を利用する方の一時的な負担を軽減します。 

申請者から委任を受けた業者（建築士、工務店、ハウスメーカー等）に板橋区が直接、

助成金を支払う仕組みです。 

 

①委任払い制度の内容 

②制度の利点 

申請者が業者に支払う金額が助成額を差し引いた額になり、資金の準備額が少なくて

済む利点があります。 

 

④対象になる助成金 

・木造住宅耐震化助成 

・ブロック塀撤去・新設助成 

・非木造耐震化助成（特定緊急・一般緊急輸送道路沿道建築物含む） 

 

③通常の支払いと委任払いの違い 
通常 委任払い 

申請者 申請者 

ハウスメーカーや工務店 ハウスメーカーや工務店 

板橋区 板橋区 

①かかった費

用を支払う 

②助成金を 

支払う 

①かかった費

用の内、助成

金額を差し引

いた費用を支

払う 

②助成金を

支払う 

令和５年４月１日 



板橋区 都市整備部 建築安全課 

建築耐震係 ℡03-3579-2554 

 

 

手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委任払い承諾書（申請者・業者双方の承諾）を提出。 

☞申請者と委任払いを受ける業者双方の承諾、業者が助成金を受領する旨等の承諾。 

①承認申請（助成金交付申請）時 

②完了申請時（診断・工事後） 

・かかった診断費や工事費等－助成金額＝差し引いた額の領収書を提出。 

・実際にかかった工事費等の金額が分かる書類等を提出。（例．内訳書や請求書等） 

 

・委任状兼支払金口座振替依頼書を提出。 

☞業者に助成金の受領を委任する旨と業者の振り込み口座情報を記載したもの。 

③助成金請求時 

業者指定口座へ助成金が振り込まれる。 

※区の助成手続き及び会計処理の都合上、助成金の振り込み

まで時間がかかります。 

 業者によっては、経理処理等の事情により対応できないこ

とがありますのでご確認下さい。 

 


